
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）

抄

改

正

後

現

行

附

則

附

則

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

第
三
条

法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
令

第
三
条

法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
令

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
第
三
十

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
第
三
十

九
条
の
二
に
規
定
す
る
年
金
た
る
補
償
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

九
条
の
二
に
規
定
す
る
年
金
た
る
補
償
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
年
金
た
る
補
償
」
と
い
う
。
）
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

「
年
金
た
る
補
償
」
と
い
う
。
）
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
給
付
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
給
付
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
率
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
補
償
の
種
類
に
応
じ

る
率
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
補
償
の
種
類
に
応
じ

、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
給
付
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
給
付
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
率
と
す
る
。

掲
げ
る
率
と
す
る
。

一

傷
病
補
償

一

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和

○
・
七
三

一

傷
病
補
償

一

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和

○
・
七
三

年
金
（
法
第

二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号

年
金
（
法
第

二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号

四
十
六
条
に

）
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
又

四
十
六
条
に

）
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
又

規
定
す
る
公

は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元

規
定
す
る
公

は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元

務
上
の
災
害

化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年

務
上
の
災
害

化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年

又
は
第
十
条

金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

又
は
第
十
条

金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

に
規
定
す
る

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年

に
規
定
す
る

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年

公
務
上
の
災

法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
こ

公
務
上
の
災

法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
こ

害
に
係
る
も

の
表
に
お
い
て
「
平
成
二
十

害
に
係
る
も

の
表
に
お
い
て
「
平
成
二
十

の
を
除
く
。

四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。

の
を
除
く
。

四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。

）

）
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項

）

）
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年

の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年



金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年

金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年

一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条

一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害

共
済
年
金
（
以
下
こ
の
条
及

共
済
年
金
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
障
害
厚

び
次
条
に
お
い
て
「
障
害
厚

生
年
金
等
」
と
い
う
。
）
及

生
年
金
等
」
と
い
う
。
）
及

び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同

に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同

法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に

法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に

よ
る
障
害
基
礎
年
金
を
除
く

よ
る
障
害
基
礎
年
金
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
「
障
害
基
礎
年
金
」

お
い
て
「
障
害
基
礎
年
金
」

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該

○
・
八
八

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該

○
・
八
六

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害

に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が

に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

）

）

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
八
八

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
八
八

償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に

償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に

つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又

つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に

附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害

規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害

共
済
年
金
（
以
下
こ
の
表
及

共
済
年
金
（
以
下
こ
の
表
及

び
次
条
第
一
項
の
表
に
お
い

び
次
条
第
一
項
の
表
に
お
い

て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化

て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化



法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る

法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る

障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。

障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。

）
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年

）
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年

一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条

一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の

第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の

う
ち
障
害
共
済
年
金
（
以
下

う
ち
障
害
共
済
年
金
（
以
下

こ
の
表
及
び
次
条
第
一
項
の

こ
の
表
及
び
次
条
第
一
項
の

表
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四

表
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済

年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済

法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
」

法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
」

と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る

と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る

場
合
を
除
く
。
）

場
合
を
除
く
。
）

四

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を

○
・
八
九

四

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を

○
・
八
九

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下

年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
「
国
民
年

こ
の
表
に
お
い
て
「
国
民
年

金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に

附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
の

規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
の

う
ち
障
害
年
金
（
以
下
こ
の

う
ち
障
害
年
金
（
以
下
こ
の

表
及
び
次
条
第
一
項
の
表
に

表
及
び
次
条
第
一
項
の
表
に

お
い
て
「
旧
国
民
年
金
法
に

お
い
て
「
旧
国
民
年
金
法
に

よ
る
障
害
年
金
」
と
い
う
。

よ
る
障
害
年
金
」
と
い
う
。

）

）

二

傷
病
補
償

一

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障

〇
・
八
二

二

傷
病
補
償

一

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障

〇
・
八
二

年
金
（
法
第

害
基
礎
年
金

（
第
一
級

年
金
（
法
第

害
基
礎
年
金

（
第
一
級

四
十
六
条
に

又
は
第
二

四
十
六
条
に

又
は
第
二

規
定
す
る
公

級
の
傷
病

規
定
す
る
公

級
の
傷
病



務
上
の
災
害

等
級
に
該

務
上
の
災
害

等
級
に
該

又
は
第
十
条

当
す
る
障

又
は
第
十
条

当
す
る
障

に
規
定
す
る

害
に
係
る

に
規
定
す
る

害
に
係
る

公
務
上
の
災

傷
病
補
償

公
務
上
の
災

傷
病
補
償

害
に
係
る
も

年
金
に
あ

害
に
係
る
も

年
金
に
あ

の
に
限
る
。

つ
て
は
、

の
に
限
る
。

つ
て
は
、

）

〇
・
八
一

）

〇
・
八
一

）

）

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該

〇
・
九
二

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該

〇
・
九
一

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害

（
第
一
級

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害

（
第
一
級

に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が

の
傷
病
等

に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が

又
は
第
二

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

級
に
該
当

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

級
の
傷
病

）

す
る
障
害

）

等
級
に
該

に
係
る
傷

当
す
る
障

病
補
償
年

害
に
係
る

金
に
あ
つ

傷
病
補
償

て
は
、
〇

年
金
に
あ

・
九
一
）

つ
て
は
、

〇
・
九
○

）

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
九
二

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
九
二

償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に

（
第
一
級

償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に

（
第
一
級

つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又

の
傷
病
等

つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又

の
傷
病
等

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

級
に
該
当

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

級
に
該
当

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障

す
る
障
害

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障

す
る
障
害

害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

に
係
る
傷

害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

に
係
る
傷

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

病
補
償
年

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

病
補
償
年

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済

金
に
あ
つ

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済

金
に
あ
つ



年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を

て
は
、
〇

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を

て
は
、
〇

除
く
。
）

・
九
一
）

除
く
。
）

・
九
一
）

四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障

〇
・
九
三

四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障

〇
・
九
三

害
年
金

（
第
一
級

害
年
金

（
第
一
級

又
は
第
二

又
は
第
二

級
の
傷
病

級
の
傷
病

等
級
に
該

等
級
に
該

当
す
る
障

当
す
る
障

害
に
係
る

害
に
係
る

傷
病
補
償

傷
病
補
償

年
金
に
あ

年
金
に
あ

つ
て
は
、

つ
て
は
、

〇
・
九
二

〇
・
九
二

）

）

三

障
害
補
償

一

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障

○
・
七
三

三

障
害
補
償

一

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障

○
・
七
三

年
金
（
法
第

害
基
礎
年
金

年
金
（
法
第

害
基
礎
年
金

四
十
六
条
に

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該

○
・
八
三

四
十
六
条
に

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該

○
・
八
三

規
定
す
る
公

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害

規
定
す
る
公

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害

務
上
の
災
害

に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が

務
上
の
災
害

に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が

又
は
第
十
条

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

又
は
第
十
条

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

に
規
定
す
る

）

に
規
定
す
る

）

公
務
上
の
災

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
八
八

公
務
上
の
災

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
八
八

害
に
係
る
も

償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に

害
に
係
る
も

償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に

の
を
除
く
。

つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又

の
を
除
く
。

つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又

）

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

）

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障

害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前



地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を

除
く
。
）

除
く
。
）

四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障

〇
・
八
九

四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障

〇
・
八
九

害
年
金

害
年
金

四

障
害
補
償

一

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障

〇
・
八
二

四

障
害
補
償

一

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障

〇
・
八
二

年
金
（
法
第

害
基
礎
年
金

（
第
一
級

年
金
（
法
第

害
基
礎
年
金

（
第
一
級

四
十
六
条
に

又
は
第
二

四
十
六
条
に

又
は
第
二

規
定
す
る
公

級
の
障
害

規
定
す
る
公

級
の
障
害

務
上
の
災
害

等
級
に
該

務
上
の
災
害

等
級
に
該

又
は
第
十
条

当
す
る
障

又
は
第
十
条

当
す
る
障

に
規
定
す
る

害
に
係
る

に
規
定
す
る

害
に
係
る

公
務
上
の
災

障
害
補
償

公
務
上
の
災

障
害
補
償

害
に
係
る
も

年
金
に
あ

害
に
係
る
も

年
金
に
あ

の
に
限
る
。

つ
て
は
、

の
に
限
る
。

つ
て
は
、

）

〇
・
八
一

）

〇
・
八
一

）

）

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該

〇
・
八
九

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該

〇
・
八
九

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害

（
第
一
級

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害

（
第
一
級

に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が

又
は
第
二

に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が

又
は
第
二

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

級
の
障
害

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

級
の
障
害

）

等
級
に
該

）

等
級
に
該

当
す
る
障

当
す
る
障

害
に
係
る

害
に
係
る

障
害
補
償

障
害
補
償

年
金
に
あ

年
金
に
あ

つ
て
は
、

つ
て
は
、

〇
・
八
八

〇
・
八
八



）

）

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
九
二

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
九
二

償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に

（
第
一
級

償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に

（
第
一
級

つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又

の
障
害
等

つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又

の
障
害
等

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

級
に
該
当

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

級
に
該
当

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障

す
る
障
害

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障

す
る
障
害

害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

に
係
る
障

害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

に
係
る
障

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

害
補
償
年

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

害
補
償
年

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済

金
に
あ
つ

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済

金
に
あ
つ

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を

て
は
、
〇

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を

て
は
、
〇

除
く
。
）

・
九
一
）

除
く
。
）

・
九
一
）

四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障

〇
・
九
三

四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障

〇
・
九
三

害
年
金

（
第
一
級

害
年
金

（
第
一
級

又
は
第
二

又
は
第
二

級
の
障
害

級
の
障
害

等
級
に
該

等
級
に
該

当
す
る
障

当
す
る
障

害
に
係
る

害
に
係
る

障
害
補
償

障
害
補
償

年
金
に
あ

年
金
に
あ

つ
て
は
、

つ
て
は
、

〇
・
九
二

〇
・
九
二

）

）

五

遺
族
補
償

一

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る

〇
・
八
〇

五

遺
族
補
償

一

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る

〇
・
八
〇

年
金
（
法
第

遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二

年
金
（
法
第

遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二

四
十
六
条
に

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四

四
十
六
条
に

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四

規
定
す
る
公

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

規
定
す
る
公

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

務
上
の
災
害

る
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は

務
上
の
災
害

る
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は



又
は
第
十
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

又
は
第
十
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

に
規
定
す
る

則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規

に
規
定
す
る

則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規

公
務
上
の
災

定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
（

公
務
上
の
災

定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
（

害
に
係
る
も

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
遺

害
に
係
る
も

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
遺

の
を
除
く
。

族
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。

の
を
除
く
。

族
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。

）

）
及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る

）

）
及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る

遺
族
基
礎
年
金
（
国
民
年
金

遺
族
基
礎
年
金
（
国
民
年
金

等
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条

等
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族

基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
こ

基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
遺
族
基
礎

の
条
に
お
い
て
「
遺
族
基
礎

年
金
」
と
い
う
。
）

年
金
」
と
い
う
。
）

二

遺
族
厚
生
年
金
等
（
当
該

〇
・
八
四

二

遺
族
厚
生
年
金
等
（
当
該

〇
・
八
四

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡

に
つ
い
て
遺
族
基
礎
年
金
が

に
つ
い
て
遺
族
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

）

）

三

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
八
八

三

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
八
八

償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に

償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に

つ
い
て
遺
族
厚
生
年
金
等
又

つ
い
て
遺
族
厚
生
年
金
等
又

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に

附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族

規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族

共
済
年
金
（
以
下
こ
の
表
に

共
済
年
金
（
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
一

お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に

元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に

よ
る
遺
族
共
済
年
金
」
と
い

よ
る
遺
族
共
済
年
金
」
と
い

う
。
）
若
し
く
は
平
成
二
十

う
。
）
若
し
く
は
平
成
二
十



四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給

付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
（

付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
（

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
平

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共

前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共

済
年
金
」
と
い
う
。
）
が
支

済
年
金
」
と
い
う
。
）
が
支

給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡

又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡

婦
年
金

婦
年
金

四

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
八
〇

四

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
八
〇

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の

う
ち
遺
族
年
金

う
ち
遺
族
年
金

五

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
八
〇

五

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
八
〇

第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定

第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の

う
ち
遺
族
年
金

う
ち
遺
族
年
金

六

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
九
〇

六

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
九
〇

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち

す
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち

母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、

母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、

遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金

遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金

六

遺
族
補
償

一

遺
族
厚
生
年
金
等
及
び
遺

〇
・
八
七

六

遺
族
補
償

一

遺
族
厚
生
年
金
等
及
び
遺

〇
・
八
七

年
金
（
法
第

族
基
礎
年
金

年
金
（
法
第

族
基
礎
年
金

四
十
六
条
に

二

遺
族
厚
生
年
金
等
（
当
該

〇
・
八
九

四
十
六
条
に

二

遺
族
厚
生
年
金
等
（
当
該

〇
・
八
九

規
定
す
る
公

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡

規
定
す
る
公

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡

務
上
の
災
害

に
つ
い
て
遺
族
基
礎
年
金
が

務
上
の
災
害

に
つ
い
て
遺
族
基
礎
年
金
が



又
は
第
十
条

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

又
は
第
十
条

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

に
規
定
す
る

）

に
規
定
す
る

）

公
務
上
の
災

三

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
九
二

公
務
上
の
災

三

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補

〇
・
九
二

害
に
係
る
も

償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に

害
に
係
る
も

償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に

の
に
限
る
。

つ
い
て
遺
族
厚
生
年
金
等
又

の
に
限
る
。

つ
い
て
遺
族
厚
生
年
金
等
又

）

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

）

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
遺

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
遺

族
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

族
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済

地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を

除
く
。
）
又
は
国
民
年
金
法

除
く
。
）
又
は
国
民
年
金
法

に
よ
る
寡
婦
年
金

に
よ
る
寡
婦
年
金

四

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
八
七

四

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
八
七

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の

う
ち
遺
族
年
金

う
ち
遺
族
年
金

五

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
八
七

五

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
八
七

第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定

第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の

う
ち
遺
族
年
金

う
ち
遺
族
年
金

六

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
九
三

六

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

〇
・
九
三

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち

す
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち

母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、

母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、

遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金

遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金

２

（
略
）

２

（
略
）



第
三
条
の
二

法
附
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
三
条
の
二

法
附
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

法
令
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
付

法
令
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
付

と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
率
は
、
同
欄
に
掲
げ
る

と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
率
は
、
同
欄
に
掲
げ
る

給
付
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
と
す
る
。

給
付
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
と
す
る
。

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

○
・
七
三

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

○
・
七
三

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

〇
・
八
八

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

○
・
八
六

障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場

障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場

合
を
除
く
。
）

合
を
除
く
。
）

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障

〇
・
八
八

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障

〇
・
八
八

害
に
つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四

害
に
つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済

年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済

年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る

場
合
を
除
く
。
）

場
合
を
除
く
。
）

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

○
・
八
九

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

○
・
八
九

２

（
略
）

２

（
略
）


